
















[ 4.4月以降の納入金について ］ 
◎ 4月の納人金額

施 設 設 備 拡 充 費（年）

管 理 費（年）

4 月分授 業 料（月）

諸 費（年）

修 学 旅 行 積 立 金（月）

保 護 者 会 費（年）

生 徒 会 費（年）

後 援 会 費（年）

合 計

130, 000円

50, 000円

33, 000円 

205，000円 

21, 000円 

15, 000円 

12, 000円

5，0 0 0円 

4７１，000円

※4月14日（月）にご指定の銀行口座から口座振替いたします。

※修学旅行積立金は2年次の10月までです。

◎ 5月以降の納入金

授業料（月）33,000円、 修学旅行積立金（月）21,000円 合計54,000円は銀行口座から

毎月12日 (12日が休日の場合は翌営業日）に口座振替いたします。

授業料補助制度として、 市町村民税の課税標準額を基に算出した保護者の判定額

の合計が304,200円未満（世帯年収H安約910万円未満）の対象世帯 に「国の高等

学校等就学支援金」(118,800円又は396,000円）の支給制度があります。

また、 保護者の所得に応じて、「埼玉県私立高等学校等父母負担軽減事業補助金」

（人学金又は授業料等）や「奨学のための給付金」の補助制度もあります。 詳細

につきましては、 入学後にご案内いたします。 ※令和6年度実績

◎ 注意事項

① 2年次• 3年次の 4月にも、 施設設備拡充費、 管理費、 諸会費、 諸費等の費用

が必要になります。

②令和7年度以降の授業料、 納入金については諸事情を考慮し、 変更になる場合

がありますのでご了承ください。

③諸費は、 遠足・校外学習・教材等の費用に充当し、 年度ごとに精算いたします。

④施設設備の充実のため寄付金（任意）を募集しますのでご協力をお願いいたし

ます。
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